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国土交通省では社会資本の老朽化対策に省を挙げて取り組むため，２０１３年度を「社会資本メンテナン

ス元年」と位置づけ，点検・診断結果に基づいた必要な対策を適切な時期に着実かつ効率的・効果的に実施

するとともに，これらの取り組みで得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記録し，次の点検・診断等に

活用する「メンテナンスサイクル」の構築に向けた各種の取り組みを推進しているところである． 
本報告は，そのひとつの取り組みとして，国土交通省が管理する道路機械設備について現状の維持管理に

係る課題を踏まえてとりまとめた新たな点検整備要領等について報告するものである． 
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1. 道路機械設備の概要 

 
 我が国では，高度経済成長期に集中的に整備された社

会資本が今後急速に老朽化することが見込まれ，厳しい

財政制約の中，今後も不足する社会資本の整備を着実に

進めるとともに，既存の社会資本を効率的に活用し適切

かつ確実に維持管理・更新を進めることにより，国民の

貴重な財産である社会資本を次世代に引き継ぐことが喫

緊の課題となっている． 
社会資本のなかには，施設の設置目的から土木構造物

に機械設備が付帯し，機械設備部分が稼働して機能発揮

するものがあり，機械設備が常に安定して稼働できるよ

う機能を維持することが重要となる． 
本報告では，道路事業におけるトンネル換気設備，ト

ンネル非常用施設，消融雪設備，道路排水設備，共同溝

付帯設備，機械式駐車場設備，車両重量計設備，車両計

測設備，道路用昇降設備を道路機械設備として総称する． 
表-1に近畿地方整備局が管理する道路機械設備の設備

数，図-1に代表的な外観写真事例を示す． 
 

2. 道路機械設備の現況の課題 

 
(1) 老朽化の進行 

 近畿地方整備局が管理する道路機械設備の経過年数状

況を図-2に示す． 
 道路機械設備の設備種別によっては，部分的な更新，

取替によって機能復旧が可能なものがあり，設置後の経

過年数が必ずしも設備の老朽化度合いを示すとは限らな 
いが，総体として老朽化が進行している． 

 
  表-1 近畿地方整備局が管理している設備数 
     （2015年3月末現在） 
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  トンネル換気設備      消融雪設備 
図-1 道路土木機械設備の例 
 

  

    図-2 道路機械設備の経過年数状況  
 
(2) 現状の点検・整備の課題  
 全国の点検整備の実態を確認すると，各地整，各事務

所毎で異なった点検表を使用し，且つ点検頻度について

も統一されていなかった． 
従って，同じ設備であっても地整・事務所によって設

備機能維持に対する信頼度が異なっている事が考えられ

る． 
また，点検項目，方法についても設備の機能維持の観

点から対応したものとはなっていなかった．さらには，

最近の点検技術の進歩，データベース化や傾向管理項目

に対応した効率的で効果的な点検の実施が求められてい

る． 
a) 設備区分による点検レベル 
 道路機械設備には，設置目的の異なる様々な機能をも

った設備があり，構成機器等の故障に伴う機能喪失が道

路利用者に与える影響も異なる．例えば，トンネル換気

設備の場合，故障で換気機能が停止すれば，トンネル内

環境が悪化し，道路利用者の安全に直接影響を及ぼすこ

とになる．しかし，機械式駐車場の場合，仮に設備機能

が喪失しても利用者の利便性に与える影響はあるが，安

全に対する影響は小さい．このように，設備区分により

故障に伴う機能喪失が道路利用者に与える影響を踏まえ

た点検レベルの設定が必要である． 
b) 設備機能確保の観点からの保全方法 

 各道路機械設備を構成する，装置・機器等の故障が設

備機能の喪失に直接影響するかどうかと言った観点から

保全方法を検討する必要がある．例えば道路排水設備の

場合，道路に溜まった水を排水する機能を有しており，

ポンプ本体の電動機部が故障すれば，ポンプは動かず排

水は不可能になり，設備機能を失うが，ポンプ室の換気

扇が故障しても，排水機能には直接影響ない．このよう

に，設備機能に直接影響する装置・機器等は，故障する

前に当該装置・機器等を修繕・取替する予防保全方式，

また，設備機能に直接影響しない故障については，故障

後に装置・機器等を修繕・取替する事後保全方式の検討

を行う． 
c) 機能確保の観点からの適正な点検周期 
 現状道路機械設備の点検周期については，年点検は1
回/年，月点検の回数は，図-3のように地整，事務所によ

って相違が見られる．設備区分毎の現状点検回数と故障

等不具合発生状況から適切な点検周期の設定が必要であ

る． 
 

  図-3 道路排水設備の年点検年点検回数と事務所数 
 
d) 設備状況の適切な把握 
 稼働及び経年劣化に伴い発生する材料の物理的劣化，

機器等の性能低下，故障率の増加などにより設備状態の

健全性を○：（良好），△：（異常傾向有り），×：

（機能に支障有り）で評価し，修繕・取替などの保全の

優先順位を決め予算要求している． 
しかし，現状の○△×では，△評価の件数が多く異常

傾向等の状態も幅広く，適切な優先順位を決めることが

難しい状況にあり，適切な予算要求への反映が困難とな

っている． 
そのため，△評価を細分化することで優先順位を明確

にし，より適切な予算要求に反映できる仕組みの検討が

必要である． 
 
以上，述べたような課題を解決することで，設備の機

能確保の観点からの効率的で効果的な点検要領の作成を

を目指す． 
 
3. 道路関係設備（機械設備）点検・整備・更新

マニュアルの検討 
 
現況の課題を踏まえ，全ての道路機械設備を対象に，

設備の信頼性を確保しつつ効率的な維持管理を実現する

ための点検・整備・更新に関する標準的な実施方針を定
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めることを目的として，２０１４年度に近畿地方整備局

において詳細検討を行うとともに，国土交通本省におい

て学識経験者と行政担当者で組織する「道路関係設備

（機械設備）点検・整備・更新マニュアル（案）策定委

員会」を設置し，「道路関係設備（機械設備）点検・整

備・更新マニュアル（案）」（以下，「道路マニュア

ル」という．）を取りまとめた． 
以下に，その主な内容を記載する． 
 
 
 

(1) 維持管理の基本方針 

 まず，一般的な維持管理の流れを図-4に整理した．通

常の維持管理においては，実操作→点検→整備→実操作 
のサイクルを繰り返し，設備の劣化が生じた場合には，

装置，機器単位での整備や更新の必要性を判断するため，

点検結果に基づいて健全度評価を行い，対処の方策と実 
施時期を決定し，中長期保全計画に反映することになる． 
 効率的・効果的な維持管理とは，全ての装置，機器等

を画一的に維持管理するのではなく，設備の信頼性を確

保しつつ該当設備の設置目的（設備区分），機器等の特

性を反映した最適な維持管理手法を適用することである． 

凡例
PLAN P：保全管理の仕組みを規格
DO D：保全管理の仕組みを運用

CHECK C：問題発見（故障解析）
ACTION A：問題対応（再発防止）

※１：実運転や点検の結果必要に応じて実施

※２：△L評価後、維持管理計画に基づき整備・修繕・更新

　　　を行う場合を含む

機能的耐用限界

の評価

当初の建設工事

・中長期保全計画

・年度保全計画

・中長期保全計画△L

維持管理計画の策定

または見直し

実運転

点 検

点検結果の判定

健全度評価の実施

・点検データによる傾向管理

・機器の特性評価（致命度等）

・精密診断等の実施

整備・修繕・更新

対応策の検討

実施計画・予算要求

定常的に実施する整備・

修繕
緊急事後保全

整備・修繕・更新の

工事

保全計画の見直し

機能的耐用限界の評価

必要
不要

継続使用

保全が必要

良好：○

通常の保全サイクル故障：×

健全度評価の

必要性あり：△

△Ｌ

※２ 保全が必要：△H

点検結果に基づき実施

する清掃、給油脂、交換、

小規模な修繕等

大規模な整備・修繕あるいは

更新を実施するケースを対象

社会への影響度を含めた行政的な判断

（本マニュアルの適用範囲外）

※1

 

図-4 道路機械設備の維持管理の流れ
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(2) 設備区分 

 既存の点検整備要領では，設備区分による重要度，

影響度の区分は行っていなかったが，今回の道路マニ

ュアルにおいては，既存の点検実績，故障した場合の

影響範囲，程度によって以下に示すレベルⅠとレベル

Ⅱに区分した． 
  ＜レベルⅠ＞ 
   設備が故障し機能を失った場合に道路利用者の

安全に直接的に影響を及ぼす恐れのある設備 
   ・トンネル換気設備 
   ・トンネル非常用施設 
   ・道路排水設備（アンダーパス排水設備） 
   ・消融雪設備 
   ・道路用昇降設備 
   常時計測による行政指導の根拠データ取得など，

継続的な精度確保および欠測防止が重要な設備 
   ・車両計測設備 
 ＜レベルⅡ＞ 
   レベルⅠ以外の設備 
   ・道路排水設備（地下横断歩道排水設備） 
   ・共同溝付帯設備 
   ・機械式駐車場設備 
   ・車両重量計設備 
 
(3) 致命的機器の抽出 

 前項での現状の課題に対する対応として，設備機能

確保の観点から設備機能に直接影響する装置・機器等

を致命的機器と定義し，それ以外は非致命機器として

分類することで点検内容や保全形態にメリハリを持た

せることとした． 
今回，設備種別毎に装置・機器等の各レベルに構成

要素を分類し系統的に整理した構成要素分解図を作成

したうえで，設備機能に直接影響を及ぼす装置・機器

等を致命的として抽出した． 
 道路排水設備の構成要素分解図及び致命的機器の抽

出結果を図-5に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-5 構成要素分解図及び致命的機器（道路排水設備） 

 

(4) 点検区分 

 前項でも述べたように道路機械設備は，設置目的の

異なる様々な機能をもった設備があり，故障での機能

喪失による道路利用者に対する影響も異なることから

設備区分，稼働形態，機器特性に応じた点検レベルを

設定することで過不足なく実施することが重要である． 
 今回，道路マニュアルにおいて設定した点検区分及

び保全形態を図-6に示す． 
 ここでは，点検の合理化という観点から(3)致命的機

器の抽出により定めた非致命的機器については，状態

確認のための年点検のみ実施し，事後保全での対応を

基本とした． 
 また，保全形態は，レベルⅠの致命的機器について

は予防保全を基本とするが，レベルⅠの非致命的機器

およびレベルⅡについては事後保全を基本とすること

によって，保全の合理化も図ることとした． 

設備区分 稼働形態 機器特性 
点検区分 

保全形態 

年点検 月点検 

レベルⅠ 
待機系／ 

常用系 

致 命 的 ○ ○ 予防保全 

非致命的 ○ － 事後保全 

レベルⅡ 
待機系／ 

常用系 

致 命 的 ○ ○ 事後保全 

非致命的 ○ － 事後保全 

 

図-6 点検区分及び保全形態 
 
(5) 点検周期 

点検周期については，前項での直轄における実績や

関係法令を踏まえ従前どおり年点検１回，月点検毎月

を基本としつつ，図-7のとおり設定した． 
ただし，点検の合理化の観点から，図-7はあくまで標

準であって，設備の機能・目的，構造等によっては各

現場において必要に応じて個別に点検周期を設定でき

ることを記載した． 

設備区分 設備名 
点検周期 

年点検 月点検 

レベルⅠ 

トンネル換気設備 年１回 月１回 

トンネル非常用施設 年１回 月１回 

道路排水設備 

（アンダーパス） 
年１回 月１回 

消融雪設備 降雪期の前・中・後・各１回 

車両計測設備 年１回 － 

道路用昇降設備 年１回 毎月，３ケ月，６ケ月 

レベルⅡ 

道路排水設備 

（地下横断歩道） 
年１回 月１回 

共同溝付帯設備 年１回 月１回 

機械式駐車場設備 － 月１回 

車両重量計設備 ２年に１回 － 

  

       図-7 点検周期 
 

(6) 健全度評価 

 健全度は，設備の稼働および経年に伴い生じる材料

の物理的劣化や性能低下，故障率の増加などの機器等

の状態を表すものである．前章で述べたように既存の

点検要領での課題を踏まえ今回の道路マニュアルでは，

設備構成要素分解図　致命的機器の抽出
致命的機器

（道路排水設備　：　レベルⅠ、Ⅱ）
設備レベル 機器レベル 部品レベル

ケーシング
羽根車
軸受
メカニカルシール
電動機
水中ケーブル
着脱装置

逆止弁
吐出弁
配管
ポンプ操作盤
計測器 水位計
遠方監視盤
受電部
配電設備
予備発電設備

除塵設備 スクリーン
クレーン設備 チェーンブロック

換気ファン／換気扇
ダンパー
消音器
換気設備盤
照明器具
照明盤
照明分電盤

上屋 躯体
水槽ピット類 ポンプ槽

流入路
排水路

道路排水設備

装置レベル

照明設備その他設備

水路類

電源設備

ポンプ

操作制御設備

換気設備

ポンプ設備

配管設備
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図-8に示す４段階の評価とした． 
 従前の○，△，×の３段階評価に対して△評価をさ

らに△Ｈ，△Ｌの２段階評価に細分化し４段階評価に

したものであり，簡単に言えば△Ｈ評価は数年以内に

何らかの措置を行うことが望ましいもので，ΔＬ評価

は異常の兆候はあるものの当面は経過観察をしながら

継続使用して問題ないものとなる． 
 この△評価の細分化によって，より適切に不具合に

対する対処を行うことが可能となり，結果として整備

の効率化に繋がるものと考えている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図-8 道路土木機械設備の健全度評価 
 
(7) 優先順位のとりまとめ 

 整備の優先順位については，健全度評価のほか，致

命度，使用年数，故障履歴，稼働頻度等を総合的に勘

案し，優先順位をとりまとめるものとした． 
 
(8) 傾向管理（トレンド管理） 

 計測機器等を使用した点検項目・内容を定量的に把

握し，経時変化を管理していくことにより装置や機器

等の劣化状態を把握する傾向管理（トレンド管理）の

必要性を明記したうえで，各設備で機能確保を図るう

えで最適な傾向管理項目を定めた． 
 また，状態監視技術の高度化で，トンネル換気設備

のジェットファンにおいて既に一部の設備で導入され

ているケーシングや軸受の振動値の常時監視も傾向管

理項目についても記載した． 
 
(9) 維持管理計画 

 諸元台帳，維持管理計画，維持管理台帳の作成内容

を定めるとともに，維持管理計画策定，見直しの基礎

データとなる点検計測値等の系統的な収集・整理を行

い，データベースに保存・管理することとした． 
 合わせて，これらのデータの活用方法についても記

載した． 
  

4. 今後の課題 

 
 道路マニュアルを適用し，効率的かつ効果的な維持

管理を実現するための今後の課題を述べる． 
 
(1) 機械設備維持管理システムの整備・PDCAサイクル

の構築 

 維持管理に必要な各種データの蓄積を目的として，

近畿地方整備局では，２０１４年度から河川機械設備

を対象に機械設備維持管理システムを導入している．

機械設備維持管理システムの概要を図-9に示す． 
今後，道路機械設備についても同様に，機械設備維

持管理システムの整備をすすめ，各種データを蓄積し，

さらに蓄積したデータを集約，解析することによって

今後の維持管理方針，計画にフィードバックするＰＤ

ＣＡサイクルを効率的に実施する必要がある．  
今回作成した道路マニュアルについても適用するな

かでの課題について不断の見直しをしながら運用して

いくことが重要である．また，今回データ不足により，

十分な解析が出来なかった点検周期や整備更新年数に

ついて，今後データを蓄積していくことが重要である． 

 
   図-9 機械設備維持管理システムの概要 
 
(2) 状態監視技術の高度化 

 ジェットファン設備における振動常時監視について

は，計測結果の評価手法を定める必要がある．２０１

５年度に国土交通省内で異音・振動に対する評価につ

いて判定基準を検討する予定である． 
 
(3)点検の技術力確保 
 点検の基準を定め，その内容を適確に履行すること

は設備の機能を維持するためにもちろん重要であり，

道路マニュアルの策定においては健全度評価の細分化

も行ったが，実際に点検を行うのは“人”であり，点

傾向管理が可能なもの 傾向管理が不可能なもの

点検の結果、設備・装置・機器・部品の
機能に支障が生じており、緊急に措置
（取替・更新・修繕）が必要な状態

点検、精密診断、総合診断等の結果、設
備・装置・機器・部品の機能に支障が生
じていないが、数年以内に措置（取替・更
新・修繕）を行うことが望ましい状態

・点検の結果、計測値が注意値
を超過している場合
・精密診断、総合診断により、数
年以内に措置を行うことが望まし
いと評価した場合

点検の結果、目視、触診・指触、
聴診・聴覚、臭覚によって異常が
確認でき、かつ次の条件のいず
れかに該当するもの
①総合診断等により数年以内に
措置を行うことが望ましいと評価
した場合
②数年以内に故障を起こす可能
性が高いと判断した場合

点検の結果、設備・装置・機器・部品の
機能に支障が生じていないが状態の経
過観察が必要な状態

点検の結果、計測値が異常傾向
を示しているが注意値以下の場
合

点検の結果、目視、触診・指触、
聴診・聴覚、臭覚によって異常が
確認できるが、過去の点検結果
などから継続使用が可能と判断
できる場合

点検の結果、設備・機器・部品の機能に
支障が生じていない状態

点検の結果、計測値が正常値で
ある

点検の結果、目視、触診・指触、
聴診・聴覚、臭覚によって異常が
認められない場合

健全度の評価 状  態
健全度の評価指標

○
(健全）

×
（措置段階）

設備・装置・機器・部品の機能が低下あるいは停止もしくは運用不
可能である場合

△H

△L
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検技術者の技術力を確保することが基本となる． 
 点検技術者には，設計的知識と経験に基づく判断力

が求められる．これらは一朝一夕に身に付くものでは

無いため，ベテラン技術者のノウハウを若年層へ継承

する仕組みづくりが課題となっている． 
 また，技術力を補助するための仕組みとして，近畿

地方整備局では，２０１４年度，点検不具合や故障に

対して学識者による常設委員会を用いて原因究明や復

旧方法提案を行う土木機械設備診断制度を立ち上げた．

まずは河川機械設備を対象としたが，今後は道路機械

設備へも展開する必要がある． 
 
(4) 入札契約における品質確保 
  上記(3)で述べたように，実際に点検を行うのは

“人”であり，設計的知識と経験に基づく技術力をも

った業者が点検を履行する事で効率的・効果的な維持

管理に寄与される．したがって，今後，点検整備の入

札契約においては，入札時に業者の技術力を評価する

総合評価方式や点検終了後に業者の点検結果を評価す

る成績評定制度の導入等を行うことによって，点検整

備の適切な履行の確保を図ることが重要となっている． 
 

5. まとめ 

 
本報告では，道路機械設備の効率的・効果的維持管

理に寄与する現在の取り組みならびに今後取り組むべ

き課題についてとりまとめた． 
国土交通省では，２０１４年度から「老朽化が進む

機械設備の維持管理技術に関する検討」と題して，維

持管理に関する各種課題の対応を検討している．ここ

で紹介した道路マニュアルの新規制定もその取り組み

のひとつである． 
今後，マニュアルに定めた事項を着実に履行すると

ともに，新たな入札契約方式の導入についても検討を

行い，道路機械設備の適切な維持管理に努めるもので

ある． 
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